
   秦野市伊勢原市環境衛生組合契約、財産及び施設に関する条例 

（昭和４５年３月３１日 条例第２号） 

改正 昭和４６年３月２６日 条例第１号 

   昭和５０年３月２９日 条例第３号 

   平成１８年３月３１日 条例第３号 

   平成２１年１０月１３日 条例第４号 

   平成２４年１０月１５日 条例第１号 

 

 （議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分） 

第１条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分については、秦野

市の例による。 

 （長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 長期継続契約を締結することができる契約については、秦野市の例に

よる。 

 （財産の交換、譲与、無償貸与等） 

第３条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、秦野市の例による。 

 （議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的利用及び廃止） 

第４条 秦野斎場については、５年を超えて独占的利用をさせる場合は、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１１号の規定により議

会の議決を得なければならないものとし、その廃止に当たっては、同法第２

４４条の２第２項の規定により議会において出席議員の３分の２以上の者の

同意を得なければならないものとする。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 秦野市伊勢原町清掃組合財産及び営造物条例（昭和３６年秦野市伊勢原町

清掃組合条例第８号）は、廃止する。 

３ 秦野市伊勢原町清掃組合契約条例（昭和３６年秦野市伊勢原町清掃組合条

例第９号）は、廃止する。 

   附 則（昭和４６年３月２６日条例第１号） 

 この条例は、秦野市伊勢原市清掃組合規約を施行する日から施行する。 

   附 則（昭和５０年３月２９日条例第３号） 

 この条例は、秦野市伊勢原市環境衛生組合規約を施行する日から施行する。 



   附 則（平成１８年３月３１日条例第３号） 

 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年１０月１３日条例第４号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２４年１０月１５日条例第１号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 


